
 

 

 

 

 

登 録 番 号 １４７ 

登 録 日 平成２４年１１月 1 日 

名 称 社会福祉法人尚徳会 

代表者職名・氏名 理事長 橋口 尚文 

所 在 地 〒８９１－０５１３ 

指宿市山川岡児ヶ水 1212 番地 1 

電 話 ０９９３－３５－０２２０ 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ ｱﾄﾞﾚｽ http://www.tokkoen.or.jp/ 

業 種 医療・福祉 

業 務 概 要 ① 福祉事業  ② 公益事業  ③ 介護保険事業 

行 動 計 画 期 間 令和３年４月１日 ～ 令和６年３月 3１日 

行 動 計 画 の 

主 な 内 容 

（１）子育てを行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立を支援するための

雇用環境の整備 

目標１）産前産後休業や育児休業，育児休業給付，育休中の社会保険料免除，

育児短時間勤務など，制度の周知や情報提供を行う。 

〈対策〉 

・令和３年４月～   制度に関するパンフレットを作成し職員に配布する 

・令和３年４月～   職員相談窓口の活用呼びかけ 

・令和３～５年５月～ 課長会議を活用して課長職の意識高揚と支援の呼びか  

           け 

・令和４～5 年４月～ パンフレットを再作成し職員への配布，及び周知 

 

（２）働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備 

目標１）所定外労働時間の削減推進。 

〈対策〉 

・令和３～5 年７月～ タイムカード打刻時間と超勤処理との自己点検実施 

 

目標２）年次有給休暇１０日以上付与の職員に対し，年間 6 日以上取得の 

促進を図る。 

〈対策〉 

・令和 3 年 4 月～ 誕生日年休の勧め，年次有給休暇の取得促進説明会 

・令和 3 年 12 月～ 年次有給休暇取得の現状を把握 

・令和 3 年 ２月～ 年次有給休暇の個人別取得状況を個別通知 

 

目標３）６０歳到達者に対する，６５歳定年延長の促進を図る。 

〈対策〉 

・令和３～５年４月～ ６０到達者に対し，６５歳定年延長の説明会実施 

 

http://www.tokkoen.or.jp/


 

 
目標４）非常勤職員に対し。正職員登用の促進を図る 

〈対策〉 

・令和３年 ４月～ 要件を満たす非常勤職員へ，正職員登用の説明会を実施 

 

こんな両立支援に 

取り組んでいます 

■年休取得促進日の設定 

○全ての職員の誕生日には，全ての職員が休暇（誕生日年休）を取得できるよ

う内規を定めて年休取得の促進を図っている。 

■育児休業取得の促進 

■時間外労働の削減 

○定刻に帰る努力をしているかタイムカードの自己チェックを各職場で定期的

にするようにしている 

■フレックスタイム制度の導入 

 


